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POINT
舗高 齢 者 の介護 とは,利 用 者 と家族 全 体 す なわ ち生 活者 の 生活 世 界 を

支 える生活 支援 に ほか な らない.

鐡生活 支援 を行 う医療,介 護,行 政 な どの 人 々は その生 活 世界 の 内 部

構 造 で あ り,生 活世 界 を内側 か ら支 えてい る一員 なの で ある.

翻〈2015年 の高齢 者介 護 〉 で は在宅 サ ー ビス にお いて365日 ・24時 間

の介護 の安 心 が明記 された.

翻生活 支援 に は,人 的支 援,レ スパ イ トケ ア,通 所,施 設 入居,介 護

予防,癒 し,制 度 活 用,経 済援 助 な ど多 くの複 合 化 され た支 援 が あ

り,そ れぞれ を幅広 くかつ有 効 に利 用 しな けれ ば な らない.
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はじめに

高齢者介護 の充実 とい う観点においては,

1990年 か らスター トした「高齢者保健 ・福祉推

進10力 年戦略(い わゆるゴール ドプラン)」を経

て,2000年 度から介護保険制度が始 まった。

少子化,若 者の地域離れ,核 家族,老 々介護,

老人虐待など,高 齢者介護の劣悪 さはその根本

問題には手がつけられぬままに,と にか く走 り

出さざるを得なかったといえよう.

1人 の高齢者を在宅の場で介護 してい くに当

たって,そ の計画を断念せざるを得な くなる主

ホかわ しま こういちろ う 仙 台往診 クリニ ソク

たる理由のほとんどは介護力不足 にある.高 齢

者本人に対する医療側か らの身体的重症度は,

本人が在宅の場に帰るリミテイングファクター

にはなり得ない.つ まり,ど んなに身体的重症

度が高 くとも,在 宅医が行 う24時 間体制の在

宅医療が機能するところには,在 宅看取 りを含

めたすべての医療プランを提示できる.

しか し,介 護はその家庭の24時 間の生活そ

の ものであ り,24時 間の生活支援 を完全 に行

うことができないか ぎり,そ の家庭の生活はど

こかで破綻することになる.高 齢者介護の充実

とは最大24時 間の生活支援 を意味す るのであ

って,365日 通年の体制がその家庭 に対 して継

続されなければならない.つ まり介護力 とは,
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被介護i者と介護i者(す なわち生活世界の内部構

造に集 う人々'))の全体存在 を24時 間維持で き

ることが最大単位 となるのであって,ど のよう

な事情にも対応できる体制 とはこのことをいう.

現在,最 も新 しい指針 となる厚生労働省の<

2015年 の高齢者介護i>2)に おいて も,在 宅サー

ビスの項目にはっきりと「365日 ・24時 間の介

護の安心」が明記 された.こ こでは,本 人や家

族の状態の変化に応 じて,様 々な介護サービス

が切れ目な く,適 時適切に在宅に届けられるこ

とが求められる,と 謳 われている.し かし,現

場はそれほど生易 しくはない.

本稿では とくに在宅における人的介護支援を

中心にして,制 度の活用,レ スパイ トや補助的

役割を担 う施設介護,住 環境整備,癒 しとして

の音楽,ペ ット,お もちゃなどの備品の重要性,

経済援助 についても論 じてい く.

「介護」とは「生活」であ り,介 護i支援ではない

生活支援 こそが求め られ るものである.2015

年に向けた生活支援の突破 口すなわち在宅365

日24時 間全 日支援の可能性を探 りたい と思 う.

介護可能度

最 もその家庭の介護力に期待が持てない場合

の事例,す なわち独居高齢者で介護度5,身 体

障害肢体不自由 ユ級,人 工呼吸器装着 して常時

吸引 を要する方.あ るいは独居痴呆老人で俳徊

が頻回の方な どは,24時 間の介護者が傍 らに

居なければならない.こ れは現在の制度 を最大

限活用 した としても難 しい.ま た,要 支援程度

の高齢者であっても,家 族が一緒に暮 らすこと

を拒否 した場合などは,結 局その家に住み続け

ることがで きな くなってしまう.

つまり介護度5で あっても,要 支援程度であ

っても在宅介護不能な事例が出るということは,

介護度の判定 と実際の介護i可能度 との間に大き

な溝があることを意味する.こ のことから介護

可能度 を指標にするほうが実情に合った選択に

なるといってよいかもしれない.「 介護可能」と

はすなわち「生活(継 続)可 能」という言葉 に置き

換えられる.

生活者と生活世界

介護 を受ける利用者その人にとっての「生活」

とは,狭 義には,自 身のあるべき空間(場所),

時間,状 況のいずれもが継続的に自身の意に叶

っていることである.利 用者本人の意思確認が

困難な場合には,代 理人 としての後見人が選任

されなければならない.あ るときには利用者単

独の権利が保障されるべ き事由,す なわち老人

虐待などが起こることがある.し か し個人の権

利に執着すると,そ の権利を行使させるための

圧力が本人と家族 とを無理に引き離 してしまっ

て,家 族性としての一体感が失 われてしまう危

険性,た とえば医師が身体情報だけか ら判断 し

た強引な入院 を行い,(医 療を受ける権利 とし

ては妥当であったとしても)入 院介護 による家

族の疲弊で家族が破綻 した事由などもある.

つまり広義の「生活」とは利用者その人単独の

権利 としてのみ保障されるものとばか り言える

のではな く,自 身を取 り巻 く家族に代表 される

近親者 との相互関係 をぬ きにして論ずることは

できないといえよう.

通常,在 宅生活では利用者 と家族がそれぞれ

分離す るものではな く,両 者が一体 となった

「生活者」としての全体構造 を呈 していることが

多 く,こ の構造の核心はいわゆる「絆」という言

葉に代表される1つ の全体3)と してのゲシュタ

ル トの構造といえる,生 活者はその構成要素と

しての個人(父,母,祖 母,長 男など)がただ加

算 され,寄 せ集められた集合体ではない.生 活

者 とは個人の総和 とは異なる,そ れ自体が1つ

の全体であるような全体特性 を持 っている.こ

れがいわゆる家風や絆といわれるものであ り,

各家庭の全体特性の違いが,す なわち各家庭の

多様性 として現われて くる,こ の生活者の生活

領域を生活世界 という.

その観点よりみた生活継続可能か否か という

ことは,生 活世界の全体性の維持 にかかって く

ることであ り,全 体性の様々な破綻 を未然に防

ぐことが求め られる.と くに人と人との関係性

は,単 に契約書 どお りの「ケア」という物売 りを

行えば成り立つ というものではない.人 的支援
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の最も注意 しなければならない要点は,支 援す

る人自身が生活世界の内部の一員 となり,図1

のように生活世界 をその内部から維持 していく

力量が必要である.

さらに医療を含む在宅ケアは,(1>在 宅導入,

(2)在宅維持,(3)在 宅看取 りという時間的プロ

セスを経由 しなが ら,あ る ときには(4)在 宅中

止になる事 由,つ まり医療依存度が高 くなり再
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図3サ ー ビ ス 提 供 時 間 単 価 比 較
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入院となった り,他 方介護依存度が高 くなり施

設入所,地 域援助が必要になる,こ うした揺れ

動 きを経ながら生活者とケア提供者 との共同世

界 を維持 しつつ,歩 んでいくことになるだろう.

図2は 在宅ケアの構造 と生活世界の時間経過 と

の関係 を表わす.

生活支援

居宅の人的支援を中心 として構成 した生活支

援はケアのすべてを含む広大な範疇 となり,本

稿ではそのご く一部を紹介するにとどまること

をご了承いただ きたい.

1.居 宅支援

利用者本人の身体介護と家族のレスパイ トと

の二重構造 となっていることが,在 宅における

人的支援の最 も重要な特徴である.

1)介護保険によるホームヘルプサービス

2000年 か ら開始 された介護保険による身体

介護は,2003年 に最初の見直 しがなされ点数の

改定が行われている.ホ ームヘルプサービスは

各事業所において点数の引 き下げを行 ってよい

ことになっており,理 論上は値引 き4)による介

護時間の増加 を見込むことができるはずだが,

今回の改定値 をみるとすでに収入の下限すなわ

ち介護時間の上限に達 しているといえよう.サ
ービス提供時間は90分 以内の単価が最 も効率

が良いために,各 事業所はこの時間以内のサー

ビスを奨励 しているようだが,長 時間滞在型の

身体介護が必要な場合(た とえば気管切開をし

た筋萎縮性側索硬化症(ALS)の 利用者の家族は

夜間の吸引に備えて昼間に休息をとらなければ

ならない.ま た家計維持のために家族が仕事に

行かなければならない.そ の代わ りにヘルパー

が長時間滞在 し吸引を含めた身体介護 を行 う〉

には,介護の濃密度に対 して,逆 比例的に時間

単価が低下 して しまうという問題が起こってい

る(図3).
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99年 現在118市 区町村で実施中 ・実施予定

月合計 額 備考

34万0,800円/月 全60市 区町村 で実施

30市 町村 程度 で 実施9市 程度 で 月120時 間

i灘il郷欝1為舘難
39万2,400円/月 昼1,440夜1,800深 夜2,160

22万8,800円/月 兵 庫 県

21万5,730円/月
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2)身体障害者支援費制度による介護

2003年 に従来の措置制度か ら障害者 自らが

活用する目的で支援費制度に切 り替わった.対

象となるサービスは身体障害者福祉法,知 的障

害者福祉法,児 童福祉法に該当する事業の範囲

になってお り,主 として施設(支 援),居 宅(支

援)の いずれかで行われる.

高齢者の場合 には,ま ず介護保険が使用 され,

さらにその範囲内での支援が不十分である場合

において身体障害,知 的障害者などの認定を受

けている人に対 して検討 されることとなる.ホ
ームヘルプサービスは週24時 間が限度 となる

が,そ の家庭の介護困難度によっては特例 とし

て時間増 となる場合 もあ り得る.筆 者が担当し

ている家庭では人工呼吸器装着の方が2人 居 ら

れ,そ の2人 をたった1人 の家族が介護 してい

る状況であ り,呼 吸器装着の1人 の方に対 して

週52時 間が割 り当てられているとい う場合が

ある.

3)全身性障害者介護人派遣事業5)による介護

国が費用の50%,都 道府県25%,市 町村25

%の 出費割合で運営 される制度である.た だ し

実施 している自治体は全国でわずか しかない

(表1).こ の制度 の良い点は「利用者あるいは

家族が介護人を自由に選定できる」ことである.

宮城県では月に最長120時 間の割 り当てが確保

されているが,実 施主体は市町村のためにた と

えば仙台市の規定時間60時 間が最長 となって

しまう.埼 玉県では時間上限撤廃であ り,こ の

制度 を使 えば理論上は24時 間365日 の完全全

日介護が居宅において成 し得る状況である.時

間単価 は1,400円 であ り年間費用 は1,226万 円

となる.

4)生活保護法による介護援助

月60時 間を限度 に,上 記 とは別途使用可能

となっている。

5)各 自治体独自の政策

宮城県においては県独 自のALS在 宅療養患

者指名制介助人派遣事業によりALSの 方 に限

って月4Q時 間が確保 されている.さ らに「ホッ

トいきぬ きサー ビス事業」により家族が通院,

冠婚葬祭へ の出席の際に使用で きる月24時 間

の人員派遣が行われている.さ らにガイ ドヘル

パー(全 身性,視 覚障害など)のサービスを行っ

ている自治体がある.

6)身体介護ボランティア

全国様々なNPOや ボランティアの組織があ

るが,身 体介護以外 については生活援助 レベル

の多 くの項目への参加が行われている.し か し

「身体介護」に限定 した援助 となると,無 償の援

助組織はほとんど存在 しないといってよい.か

つては少数ながら組織 として活動 していたとこ

ろも,現 在はほとんど介護保険事業所 となって

お り有償の支援組織に転換 している.わ ずかに,

個人,専 門学校,短 大,大 学のボランティアサ

ークルなどを介 して ,利 用者や障害者個人が個

別に開拓 した「その人のためだけ」の組織として

見出されるものが散見 されるのみである.

2.レ スパイ トケア

居宅における人的介護iサービス,通 所による

レスパイ ト,シ ョー トステイなどの短期入所,

慢性療養型病床群への入院,シ ョー トステイ的

入院(宮城県神経難病医療連絡協議会による)な

ど,幅 広いサービスのそれぞれも多かれ少なか

れレスパイ トの意味合いを帯びている.家 族の

介護疲労の軽減が主 目的であるので,レ スパ イ

トを受けている期間内に家族は介護 に従事 しな

い.ま た家族は原則的には利用者本人 を再度在

宅介護する意思が明確であることが前提 とな り,

長期の入所に移行する場合にはレスパイ トとい

う語句は使用 されない.こ こでは療養型病床群

やショー トステイ的入院によるレスパ イトケア

の実際について触れる.

1)療養型病床群への入院

病院の二極構造 化によって,高 度医療救急対

応型の総合病院と,慢 性疾患 に対応す る療養型

病床群に選別されてお り,医 療保険型 と介護保

険 型 の療養 型 病床 群 が あ る.基 本 的 に は

90～180日 までの入院期間が保障 されてお り,

月30～35万 円の入院費の範囲内での加療が行

えるが,医 療型の場合には検査項目,医 療処置

によっては一部加算可能である場合 もある.原

則的には家族の見守 りは必要ない範疇 の方が入

1286 GeriatricMedicineVol.41No.92003-9



現 状 施 設

(居住 とケアが一体)

特定施設
グル ープホーム 璽
介護サービス 在宅サー ビス

基本
コンセプト

テーマ
3施 設 の機能の

再整理

個別 ケアの実現

1人1人 の個性

と生活 リズム

の尊重

方法
・生活支援機能

・リハ ビリ機能

・療養機 能

ユニッ トケア

の普及

配慮 生活環境 ・療養
事項 環境の改善

本体施設とユニ

ユ トサテライ ト

との一体運営

地域展開

施設機能のバックアッ
プを受けた地域展開

・逆デイサービス

・サテライ ト方式

・サテライ ト型の入所

施設(1ユ ニッ ト)
・小規模 ・多機能サー

ビス拠点

新しい 「住まい」

(自宅でも施設で

もない 「第3類 型」)

(拡 大)

在宅サービスとの
連続性の確保

365日 ・24

時間の介護

の安心

住み替えとい う サービスの複合化 ・

選択肢の提示 多機能化

・早めの住み替え
・要介護になってか

らの住み替え

(いざというときに必

要なサービスの適時
適切な提供)

小規模 ・多機能サー

ビス拠点

(切れ目のないサー

ビスの一体的 ・複

合的提供)

「
r、

・特定施設の仕組み

の積極活用

.'既存民家の活用、,

'、
「 、

利用者の生活圏
域の中で完結(地
域密着)

Lノ'

図4生 活の継続性を維持し,可 能な限り在宅で暮らすことを目指す

院の対象となりやす く,家 族のレスパイ トケア

の一翼 を担うと言えよう.

2)シ ョー トステイ的入院6)

宮城県神経難病医療連絡協議会では神経難病

につ き協力病院を定めて,家 族のレスパイ トケ

アとして14日 以内を基本 とした入院を受け入

れている.協 議会の事務局に事前の要望を提出

してお くと,事 務局が入院病院を選別,紹 介 し

て くれるシステムになっている.家 族の介護疲

労軽減のためなので,入 院中の家族のつ き添い

は必要 ない.人 工呼吸器装着,常 時吸引を要す

る,酸 素吸入,胃 ろう経管栄養などの複数の医

療処置が必要な方々には,通 常のショー トステ

イでは危険であ り常に医療的監視が求められる.

とくに医療重症度の高い場合に望まれる方式で

あろう.

3.通 所,施 設 入 居

デ イサ ー ビス,シ ョー トス テ イ,通 所 リハ,

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム,グ ル ー プ ホ ー ム,宅 老 所,

ユニットケア,逆 デイサービス,地 域分散型サ

テライ ト方式,小 規模多機能サービス拠点など

が〈2015年 の高齢者介護 〉に含 まれている(図

4).通 所の重要な点 としては,本 人のQOLの

向上 という目的が明確 に示されていることであ

り,た だ寝かせている,車 いすに坐 らせている

だけではその意味 を成 しているとは言えない.

通所施設に集った1人1人 の方々の多様なニー

ズに応えられるきめ細やかな対応が行われなけ

ればならない.

一方
,施 設のあ り方については特養の ような

大規模施設は,ユ ニ ットケアのような個々の利

用者に対応できる小規模型に転換 し,さ らに地

域展開に即す逆デイサービス,サ テライ ト型1

ユニ ットの入所施設や,小 規模多機能サービス

拠点を設けてい く方向になってい くだろう.こ

こでは在宅 と施設入居との橋渡 しとなる逆デイ

サービスについて触れる.

1)逆デイサービス7)

施設入居中の利用者が数名程度で地域の民家
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障害種別

視覚障害

聴覚障害

下肢 ・体幹機能障害

表2日 常生活用具の給付対象者および品目

給付品目

盲人用テープレコーダー,盲 人用時計(触 読式 ・音声式)、盲人用タイムスイッ

チ,点 字タイプライター,盲 人用電卓,電 磁調理器,盲 人用体温計(音 声式),

盲人用体重計,視 覚障害者用拡大読書器,点 字ディスプレイ,視 覚障害者用活字

文書読み上げ装置

聴覚障害者用屋内信号装置(サ ウンドマスター 聴覚障害者用目覚時計 聴覚障

上肢機能障害

(一部言語機能障害を含む)

両上下肢 ・言語障害

腎臓機能障害

呼吸器機能障害

各障害者共通

害者 用屋 内信号灯 を含 む),聴 覚障害 者 用通信 装置,聴 覚障 害者用 情報 受信装 置

浴槽(湯 沸 し器 を含 む),便 器,特 殊 マ ッ ト,エ アーパ ッ ド,特 殊 寝台,特 殊 尿

器,入 浴 担架,体 位 変換 器,入 浴 補助 用具,移 動用 リフ ト,歩 行 支援 用具,居 宅

生活 動作補 助用具(住 宅改 修 費)※18歳 未満 の み 訓練 いす,訓 練ベ ッ ド

特殊 便器,パ ー ソナル コ ンピュ ータ

呼吸器機能障害3級 以上,

害者であって,医 療保険における在宅酸素療法を行う者、

程度の障害を有する重度の重複障害者であって必要と認められる者

知的障害重度～最重度

注)下 線は18歳 以上が対象

重度障害者用意思伝達装置,i携帯用会話補助装置

透析液加温器

酸素ボンベ運搬車,ネ ブライザー,電 気式たん吸引器

火災警報器,自 動消火器

もしくは心臓機能障害3級 以上の身体障 動脈血中酸素飽和度測定器(パ ルス

または同 オキシメーター)※ 平成15年 度よ

り系合イ寸開女台

特殊マット、特殊便器,頭 部保護帽,電 磁調理器,火 災警報機,自 動消火器

(たとえばある利用者の家庭)へ 出かけて,皆 で

半 日を過ごす方式.通 常の居宅は施設内になる

が,本 来の自分の家あるいは受け入れて くれた

地域の方々の家へ赴 くことで,利 用者本人の地

域へのかかわ り,地 域との密着性,本 人の能動

性 などを自然に引 き出す狙いがあるとともに,

本人の楽 しさを作 り出 してい く利点がある.施

設が大規模か ら小規模,ユ ニットケアへと移行

してい く過程の中で,ど うしても施設としての

個人への制約 をぬ ぐいきれない状況の打破をめ

ざし考えられた方式 と言 えよう.

4.早 めの住み替え,新 しい住まいなど住環境

整備

早めの住み替えとは,高 齢者が要介護状態 に

なる前に,終 生暮 らしていける機能を持った住

宅に住み替えを行 うことである.新 しい住 まい

とは,早 めの住み替えに適 した機能を持つ住宅

であ り,専 らバ リアフリー構造,緊 急通報 シス

テム,日 常の安否確認や生活相談サービス,ケ

アマネジメ ント提供体制の整備,365日24時

間の介護体制などが備わっている家屋 を意味す

る.

5.介 護予防 ・リハビリテーション

介護を受けなくてもよい状態のままに歳 を経

ることができることは,皆 の願いである.こ の

介護予防のために,健 常者にはさらなる健康の

維持のための方策を,要 支援者や軽度の要介護

者については重度要介護者と同一のサービスメ

ニューではなく,よ り介護予防,リ ハ ビリテー

ションを重視 した別途のサービスを作成す るこ

とが必要である.

6.癒 し と して の支 援

音 楽 療 法,フ ラ ワー セ ラ ピ ー,ペ ッ トセ ラ ピ

ー
,お も ち ゃ に よ る癒 し,ピ ア ・カ ウ ンセ リ ン

グ,カ ラ ー コ ー デ ィ ネ イ トな どの居 宅,施 設 に

限 ら ない,ど こ に 居 合 わせ て も利 用 者 の 精 神 的

支 え,安 定 を 生 み 出 す も の を指 す.NPOフ ラ
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表3生 命保険でいう高度障害状態とは

① 両目の視力を全く永久に失った状態

② 言語またはそしゃくの機能を全 く永久に失った状態

③ 中枢神経系 ・精神 ・胸腹部臓器に著しい障害を残 し,終 身常に介護を要する状態

④ 両手(手関節以上)とも失ったか,ま たは永久に使えない状態

⑤ 両足(足関節以上)とも失ったか,ま た1ま永久に使えない状態

⑥ 片手(手関節以上)を失い,か つ片足(足関節以上)を失ったか,ま たは永久に使えない状態

⑦ 片手を永久に使えない状態,か つ片足(足関節以上)を失った状態

ワ ー セ ラ ピ ー研 究 会,NPO日 本 カ ラ ー ネ ッ ト

ワ ー ク協 会,NPOホ ー ル フ ァ ミ リー ケ ア協 会,

玩 具福 祉 学 会8)な どの 当 該 会 が あ り,い ず れ の

活動 も ボ ラ ンテ ィア の育 成 が 必 要 で あ り,音 楽,

花 や お もち ゃ な どの媒 体 を使 用 す る こ と に よっ

て,よ り良 い コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン を保 ち,利 用

者 の 意 欲 と行 動 の促 進 を 図 る こ と を 目指 して い

る.

7.経 済援助,各 種制度の活用

介護保 険を使用すれば10%の 自己負担で済

むが,実 際はこの10%の 負担で さえつら く感

じている世帯は多い.と くに介護度4,5の 方々

の場合には,ほ とんどが身体障害1,2級 に該

当 し,さ らなる援助 を身体障害助成に求めるこ

とが可能である。

1)生活用具の給付貸出(表2)

2)介護関連の各種助成制度

通話料助成,車 いす短期貸出,視 覚障害者用

小型送信機の貸出,点 字図書給付,福 祉機器 リ

サイクルの譲渡 と提供,図 書郵送貸出,寝 具の

乾燥消毒,緊 急通報システムの設置,自 動車改

造費の助成,交 通費助成,自 家用車燃料費助成,

バス地下鉄 タクシー運賃助成,JR旅 客航 空運

賃割引,有 料道路や自転車など駐車場利用料割

引,リ フ ト寝台タクシー利用割引,視 覚障害者

全身1生障害者ガイ ドヘルパー派遣,手 話通訳者

派遣,盲 導犬貸与,NHK放 送受信料減免,住

宅資金貸付優遇措置,住 宅改造費助成などの特

典がある.

3)医療関連の各種助成制度9)

高額療養費(健康保険),高 額療養費貸付制度

(健康保険),心 身障害者医療費助成制度(自 治

体),特 定疾患医療費助成制度(自 治体),傷 病

手当金(健 康保険),介 護休業給付金(雇 用保険),

医療費控除(所得税)な どがある.

4)生命保険(生命保険の特別知識9り

一般に生命保険は被保険者が死亡 したときに,

初めてその全額を受け取るものと解釈 されがち

である.し か し,生 命保険はそれがどの保険で

あって も(民 間の生命保険,簡 易保険,県 民共

済などいずれの保険も)生前つま り生 きている

今の時点で,全 額 を受け取ることがで きる.

それは被保険者が「高度障害」に該当する場合

であ り,身 体(知 的,精 神 を含 む)障 害の1,2

級程度や介護度4,5程 度の方々が該当す るこ

とが多いようである.表3は 一般的な高度障害

の該当状態 を示す.高 度障害に該当すると思わ

れる場合には,生 命保険を全額受け取 ることに

より,家 計の安定を図るとともに介護 の将来設

計を行って,有 効にその金額を利用 してい くこ

とができる,受 け取 りには医師の診断書が必要

となる.

365日24時 間の生活支援 とは

誰 にで も当てはまるような薄め られて気の抜

けた支援ではな く,最 も重度の療養者が安心 し

て在宅生活 を行 える状況を作 り出 したときには,

より軽症の方々にも応用できるような介護体制

が構築 されるだろう.

最 も重度の利用者が,も し本人が望 むのであ

れば,た った1人 で在宅生活を継続で きるため

には何が必要 なのか.本 人 はきっと今す ぐに

(時間),望 むこと(状況)を,こ こで(場 所)か な

えて くれ る誰か(人 材)が 居 さえすれ ば生 きて

(継続 して)い けるだろう.

筆者が考える最重度例 とは,た とえば68歳
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のALSの 方で人工呼吸器装着,常 時吸引 を必

要として,意 思伝達装置を使用,胃 ろうか らの

栄養注入,そ して全身の運動障害を持 っている

場合。誰か介護のスペシャリス トが一それは精

神的な支えにもなり,か つ介護の具体的知識 と

手技に秀でている人が一少なくとも1人,常 に

傍 らに居 さえすれば生きていけると考える.

たとえば中等度の痴呆があるが,意 思表示は

はっきりしていて,今 は亡 き夫 と長年暮 らし続

けてきた思い出の家に住み続けることに強いこ

だわ りを持ち,し か しコンロの火をつけっぱな

しに したり,外 出すると帰宅する順路は忘れて

しまうような76歳 のおばあちゃんの場合.誰

か介護のスペシャリス トが一それは精神的な支

えにもなり,か つ介護の具体的知識 と手技に秀

でている人が一少な くとも1人 常 に傍 らに居 さ

えすれば生きていけると考える.

監視するのではな く,規 制するのでもない,

もちろん操 るのでもない,生 活 している本人 と

ともに生活に溶け込んで,い つも寄 り添 う人が

最低1人 必要である.筆 者が考える在宅生活支

援 とは人であ り,介 護の最高水準の人が最低1

人確保されることが基本 となる.こ の水準の維

持 と人員の維持のために,複 数の人材による介

護が要求されてい く.介 護 を行 う人の十分な教

育と十分な補償を確保することが今後の課題 と

なるだろう.

宮城県神経難病連絡協議会では,神 経難病の

方々に対する365日24時 間在宅介護の可能性

を探る小委員会が発足 した.今 後,可 能性をか

なえることになるであろう必要かつ十分な条件

の吟味がなされてい くことだろう.
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